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今月のテ－マ　平成19年度税制改正

1. 同じ金額の支出でも、経理処理の方法により損金になったり、

　　ならなかったりで,税額に影響します。

2.　書類一枚提出しているかどうかで、認められる処理方法が

　　異なり税額に差が出ます。

3.　種々の角度から検討することにより、節税が可能になります。

日本経済の活性化、国際競争力の強化の視点から税制の改正

が行われます。平成19年度税制改正大綱の中から、主なものを

お話します。

1　減価償却制度の見直し

平成19年4月1日以後取得した減価償却資産について

1） 　償却可能限度額の廃止

・ 平成19年4月1日以後取得した減価償却資産につい

て備忘価格　1円まで償却できる。

・ 平成19年3月31日以前取得した減価償却資産につい

ては取得価額の95％まで償却した後、5年間で均等償

却する。
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2） 　定率法の償却率の変更

定率法の償却率を定額法の償却率の2.5倍した率

を使用する（250％定率法）

耐用年数 2年 3年 5年 10年

定額法

旧定率法

新定率法

3） 　法定耐用年数の短縮

フラットパネルディスプレイ製造設備等の法定耐用

年数を短縮する

4） 　固定資産税（償却資産税）の取扱

現行の評価方法のままです

2　エンジェル税制の拡充

　　現行

ベンチャー企業に対する投資にはA）、B）、C）の恩典が

あります。

投資

投資家 ベンチャー企業

投資時点 A） 　投資額をその年の株式譲渡益から

　控除する（繰延もできる）

株売却時点　

B） 　株式譲渡益を1/2に圧縮する

C） 　株式譲渡損を他の株式譲渡益から翌

　年以降3年間繰越控除できる
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　　改正

さらに恩典が拡充、延長されます。

1） ベンチャー企業の要件を緩和

従来の要件　or　新要件　いずれかの要件を満たせば

エンジェル税制が適用できる

2） ベンチャー企業の事前確認制度導入

適用対象ベンチャー企業であるかどうか、投資家に

事前に情報を提供する

3） 株式譲渡益を1/2に圧縮することを、平成21年3月31日

まで延長する

3　留保金課税の緩和

資本金の額1億円以下の中小会社を留保金課税の対象

から除く

4　特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し

基本所得金額（課税所得金額　+　業務主宰役員給与額）

が1,600万円以下である事業年度を適用除外とする。

（現行　800万円）

5　地域産業活性化支援税制の創設

海外との競争が激しい一定の業種に属する企業が、新た

に建物、機械を取得した場合に特別償却をすることができ

る　（機械装置　15％、建物　8％）
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